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議 事 の 経 過  

  

    第 一 日  平 成 三 十 年 十 二 月 七 日      開 会  午 前 十 時 〇 一 分  

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 四 名 で あ り ま す 。  

定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 た だ 今 か ら 平 成 三 十 年 第 四 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 を

開 会 い た し ま す 。  

   こ れ か ら 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  

十 三 番   浅  利  直  志   君   

一 番   阿  部  祐  己   君  

二 番   五  十  嵐   忍   君 を 指 名 い た し ま す 。  

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と い た し ま す 。  

本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た の

で 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

議 会 運 営 委 員 長 、 奈 良 岡 文 英 君 。  

［ 議 会 運 営 委 員 長  奈 良 岡 文 英 君  登 壇 ］  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 奈 良 岡 文 英 君 ）  

皆 さ ん お は よ う ご ざ い ま す 。  

た だ 今 か ら 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

去 る 十 二 月 五 日 、 午 前 十 時 か ら 役 場 三 階 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九 条 第  

三 項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 の た め 、 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、 平 成 三 十 年 第 四 回 藤  
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崎 町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 、 各 委 員 の 意 見 を 十 分 尊 重 の う え 、 慎  

重 に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 十 二 月 十 三 日 ま で の 七 日 間 と し 、 会  

期 日 程 に つ い て は 、 お 手 元 に 配 布 し て お り ま す と お り  

十 二 月 七 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提 案 理  

由 説 明  

十 二 月 八 日 、 九 日 は 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会  

十 二 月 十 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  

  十 二 月 十 一 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

十 二 月 十 二 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

  十 二 月 十 三 日 は 、 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 閉 会  

以 上 の よ う に 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本 日 か  

ら 十 二 月 十 三 日 ま で の 七 日 間 と し 、 休 会 日 は 、 お 手 元 に 配 付 し て あ り ま す 日 程 表 の  

と お り に し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ っ て 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 の と お り 、 会 期 は 、 本 日 か ら 十 二 月 十 三 日 ま で  

の 七 日 間 と し 、 休 会 日 は 、 お 手 元 に 配 付 し て あ り ま す 日 程 表 の と お り と す る こ と に  

決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  
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議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 、 朗 読 を 省 略 し お 手 元 に 配 布 し て お り ま す 印 刷 物 に

よ り ご 了 承 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  次 に 代 表 監 査 委 員 か ら 、 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

  代 表 監 査 委 員  神  忠 勝 君 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神  忠 勝 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神  忠 勝 君 ）  

  監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

  例 月 出 納 検 査 に つ い て は 、 去 る 十 一 月 二 十 六 日 、 二 十 七 日 及 び 二 十 八 日 の 三 日 間  

に わ た り 、 十 月 分 の 各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出 に 関 す  

る 証 書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れ て お り 、 異 常  

な い も の と 認 め ま し た 。  

 ま た 、 定 期 監 査 に つ い て は 、 去 る 十 一 月 十 四 日 、 十 五 日 及 び 十 六 日 の 三 日 間 に わ  

た り 、 町 補 助 金 交 付 団 体 を 対 象 に 執 行 状 況 を 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 事 業 計 画 等  

に 基 づ き 補 助 金 が 適 正 に 活 用 さ れ 、 諸 帳 簿 等 の 整 備 並 び に 経 理 内 容 等 は 適 正 と 認 め  

ま し た 。  

 ふ じ 保 育 園 は 、 新 し く 完 成 し た 園 舎 、 自 然 豊 か な 広 い 園 庭 な ど 快 適 な 環 境 の も と  

保 育 が 行 わ れ て い ま し た 。  

四 月 に オ ー プ ン し た ふ じ さ き 食 彩 テ ラ ス は 、 約 十 六 万 人 余 の 方 に 利 用 し て い た だ  

い て お り 、 特 に ラ ン チ ビ ュ ッ フ ェ は 好 評 で 、 再 訪 者 も 多 い と の こ と で し た 。  

今 後 も 創 意 工 夫 を し 、 集 客 に 努 め て い た だ き た い 。  

ま た 、 町 消 防 団 の 四 箇 所 の 分 団 の 機 械 器 具 等 の 備 品 の 管 理 及 び 台 帳 の 記 載 整 備 等  

は 良 好 で あ り ま し た 。  

 以 上 で 監 査 報 告 を 終 わ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  
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  監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

  こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

日 程 第 四 、 報 告 第 十 九 号 及 び 議 案 第 六 十 二 号 か ら 議 案 第 九 十 五 号 ま で を 一 括 上 程  

し 、 町 長 か ら 提 案 理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。   

町 長  平 田 博 幸 君 。  

［ 町 長  平 田 博 幸 君  登 壇 ］  

○ 町 長 （ 平 田 博 幸 君 ）  

（ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  日 程 第 五 、 請 願 第 一 号  主 要 農 作 物 種 子 法 の 復 活 を も と め る 請 願  を 議 題 と い た

し ま す 。  

  請 願 第 一 号 の 紹 介 議 員 の 浅 利 直 志 君 か ら 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。 浅 利 直 志 君 。  

     ［ 十 三 番  浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

  お は よ う ご ざ い ま す 。  

  本 請 願 の 趣 旨 を ご 説 明 し た い と 思 い ま す 。 主 要 農 作 物 種 子 法 の 復 活 を も と め る 請  

願 で あ り ま す 。 請 願 団 体 は 国 民 の 食 糧 と 健 康 を 守 る 津 軽 地 区 連 絡 会 、 代 表 者 が 黒 沼

利 三 さ ん で ご ざ い ま す 。 請 願 の 趣 旨 に つ い て 、 引 き 続 き 説 明 さ せ て い た だ き ま す 。  

  今 年 の 三 月 末 を も っ て 主 要 農 作 物 種 子 法 が 廃 止 さ れ ま し た 。  

  種 子 法 は 、 国 や 都 道 府 県 の 種 子 に 対 す る 公 的 役 割 を 明 確 に し た 世 界 に 誇 る べ き も

の で あ り ま し た 。 同 法 の も と で 、 米 ・ 麦 ・ 大 豆 の 原 種 及 び 原 原 種 の 生 産 、 優 良 品 種

（ 奨 励 品 種 ） 指 定 の た め の 検 査 な ど を 義 務 づ け る こ と に よ り 、 都 道 府 県 と 農 業 協 同

組 合 が 協 力 し 、 地 域 に あ っ た 優 良 銘 柄 を 多 く 開 発 し 、 農 家 に 安 価 に 販 売 す る な ど 、

農 民 の 生 産 ・ 販 売 活 動 に 大 き な 役 割 を 果 た し て き ま し た 。  

ま た 、 種 子 法 の 廃 止 で 、 地 域 の 共 有 財 産 で あ る 「 種 子 」 を 民 間 企 業 に 多 く を 委 ね
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た 場 合 、 改 良 さ れ た 新 品 種 に 特 許 が か け ら れ 、 農 家 は 特 許 料 を 払 わ な け れ ば 種 子 が

使 え な く な る こ と が 強 く 懸 念 さ れ る と こ ろ で あ り ま す 。   

種 子 法 の 廃 止 に 対 し 「 な ぜ 廃 止 す る の か わ か ら な い 」 「 地 域 に 適 し た 品 種 の 維 持

は 行 政 の 管 理 が 不 可 欠 」 と の 声 が 上 が り 、 新 潟 ・ 埼 玉 ・ 兵 庫 の 三 県 で 条 例 の 制 定 、

北 海 道 ・ 宮 城 ・ 岩 手 ・ 群 馬 ・ 長 野 ・ 愛 知 ・ 滋 賀 な ど で 要 領 ・ 要 綱 で 対 応 す る な ど 、

全 て の 都 道 府 県 で 、従 来 通 り の 種 子 事 業 を 続 け る 方 針 で す 。こ の 間 築 き 上 げ て き た 、

特 に 試 験 場 等 の と り く み が 後 退 す る こ と が な い よ う 、 廃 止 さ れ た 主 要 農 作 物 種 子 法

の 復 活 が 求 め ら れ ま す 。  

以 上 の 趣 旨 か ら 、 下 記 事 項 に つ い て 要 請 い た し ま す 。  

請 願 事 項 は 、 廃 止 さ れ た 主 要 農 作 物 種 子 法 の 復 活 を も と め る と い う こ と で ご ざ い

ま す 。  

特 に 、 試 験 場 等 が 稲 も 含 め て 種 子 の 開 発 に 大 き な 役 割 を 果 た し 、 農 家 に 普 及 す る

と い う こ と で 、 大 事 な 種 子 法 で は な い か と 思 い ま す 。 規 制 改 革 だ と い う よ う な こ と

で 解 決 さ れ る べ き 問 題 で は な い の で は な い か と い う 趣 旨 か ら 、 本 請 願 に 賛 成 し て い

た だ き ま す こ と を 心 か ら お 願 い す る 次 第 で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  趣 旨 説 明 が 終 わ り ま し た 。 九 番  相 馬 勝 治 君 。  

○ 九 番 （ 相 馬 勝 治 君 ）  

  採 決 の 前 に 、 今 回 の 請 願 に 対 し て 意 見 が あ り ま す 。 「 種 」 と い う の は 何 を も っ て

も 大 事 な も の で あ り ま す 。 こ の 種 子 法 が 何 で 出 来 た の か 、 何 で 廃 止 し た の か 、 中 身

に つ い て も 若 干 分 か ら な い 点 も あ り 、 他 の 県 で は 様 々 な 復 活 、 検 討 を し て い る と い

う こ と で 継 続 若 し く は 委 員 会 付 託 で も よ ろ し い の で 、 議 長 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  た だ 今 、 九 番  相 馬 勝 治 君 か ら 本 請 願 を 継 続 審 査 す る 旨 の 動 議 が 提 出 さ れ ま し

た 。 動 議 は 会 議 規 則 第 十 五 条 に よ り 、 他 に 一 人 以 上 の 賛 成 者 が な け れ ば 議 題 と す る
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こ と が で き な い こ と に な っ て お り ま す 。  

  お 諮 り 致 し ま す 。 本 動 議 を 議 題 と す る こ と に 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

      ［ 賛 成 者 起 立 ］  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  賛 成 者 が 二 人 以 上 で す の で 、 こ の 動 議 は 成 立 致 し ま し た 。  

  よ っ て 、 本 請 願 を 継 続 審 査 と し 、 総 務 産 業 常 任 委 員 会 に 付 託 し た い と 思 い ま す が

賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

［ 賛 成 者 起 立 ］  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  起 立 多 数 で あ り ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 一 号 は 継 続 審 査 と し 、 総 務 産 業 常 任 委 員 会 に 付 託 す る こ と に 決 定

し ま し た 。  

  日 程 第 六 、 請 願 第 二 号  日 本 政 府 が す み や か に 核 兵 器 禁 止 条 約 に 署 名 し 、 国 会 が

批 准 す る こ と を 求 め る 請 願  を 議 題 と い た し ま す 。  

  請 願 第 二 号 の 紹 介 議 員 の 浅 利 直 志 君 か ら 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。 浅 利 直 志 君 。  

     ［ 十 三 番  浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

  改 め ま し て お は よ う ご ざ い ま す 。  

  先 程 の 請 願 は 継 続 審 査 と い う こ と で 、 慎 重 審 査 し て い た だ け る と い う こ と で 、 感

謝 申 し 上 げ る 次 第 で あ り ま す 。  

  引 き 続 き 、 日 本 政 府 が す み や か に 核 兵 器 禁 止 条 約 に 署 名 し 、 国 会 が 批 准 す る こ と

を 求 め る 請 願 に つ い て 説 明 を さ せ て い た だ き ま す 。  

  請 願 趣 旨 の 理 由 を 説 明 す る 前 に 、 本 請 願 は 皆 さ ん も ご 存 知 の よ う に 国 連 総 会 で 可

決 し て い る こ と で あ り ま す 。 現 在 、 条 約 は 五 十 カ 国 が 批 准 し た 時 点 か ら 九 十 日 後 に

発 効 す る と い う 仕 組 み に な っ て お り ま す 。 す で に 五 十 六 カ 国 が 署 名 し 、 批 准 手 続 き
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が 行 わ れ て い る と い う こ と を 、 ぜ ひ ご 承 知 お き 願 い た い と 思 い ま す 。  

  引 き 続 き 請 願 の 趣 旨 を 説 明 さ せ て い た だ き ま す 。  

  昨 年 七 月 七 日 、 核 兵 器 禁 止 条 約 を 交 渉 す る 国 連 会 議 は 、 核 兵 器 禁 止 条 約 を 国 連 加

盟 国 の 三 分 の 二 に あ た る 百 二 十 二 カ 国 の 賛 成 で 採 択 し ま し た 。 人 類 史 上 初 め て 「 核

兵 器 の な い 世 界 」 へ の 歴 史 的 一 歩 を 踏 み 出 し た の で す 。 し か し 、 こ の 会 議 に 、 唯 一

の 戦 争 被 爆 国 の 日 本 政 府 は 核 保 有 国 と 歩 調 を 合 わ せ 参 加 し ま せ ん で し た 。  

 こ の こ と を 、 広 島 ・ 長 崎 の 被 爆 者 と 多 く の 国 民 は 、 恥 ず か し く 、 悲 し く 、 怒 り を も

っ て 迎 え た と 言 わ れ て お り ま す 。  

  条 約 は 、 そ の 前 文 で 核 兵 器 の 非 人 道 性 を 厳 し く 告 発 し 、 国 連 憲 章 、 国 際 法 、 国 際

人 道 法 に て ら し て 、 そ の 違 法 性 を 明 確 に 述 べ て い ま す 。 さ ら に 、 広 島 と 長 崎 の 被 爆

者 に 言 及 し 核 兵 器 廃 絶 の 必 要 性 を 明 確 に し ま し た 。  

  条 文 第 一 条 で は 、 核 兵 器 の 法 的 禁 止 の 内 容 を 定 め 、 加 盟 国 に 核 兵 器 の 「 開 発 、 実

験 、 生 産 、 製 造 、 取 得 、 保 有 、 貯 蔵 」 な ど の 禁 止 を 義 務 づ け 、 さ ら に 「 使 用 、 使 用

の 威 嚇 」 な ど が 禁 止 さ れ て い ま す 。 第 四 条 で は 、 核 兵 器 国 や 核 の 傘 の 下 に い る 国 々

が 参 加 す る 余 地 を つ く り 、 核 兵 器 の 完 全 廃 絶 に 向 け た 枠 組 み が 明 確 に さ れ 、 核 保 有

国 が 条 約 に 参 加 す る 道 を つ く っ て い ま す 。  

  九 月 二 十 日 か ら 条 約 の 署 名 が 国 連 本 部 で 始 ま り 、 こ れ ま で に 六 十 九 カ 国 が 署 名 し

ま し た 。さ ら に 、昨 年 十 二 月 十 日 に は 、条 約 採 択 に 向 け た 国 際 的 運 動 を 評 価 し て「 Ⅰ

Ｃ Ａ Ｎ （ 核 兵 器 廃 絶 国 際 キ ャ ン ペ ー ン ） 」 に ノ ー ベ ル 平 和 賞 が 授 与 さ れ ま し た 。 核

兵 器 が 再 び 使 わ れ か ね な い 危 う い 状 態 が 続 い て い る 今 だ か ら こ そ 、 核 兵 器 の 悲 惨 さ

を 知 る 唯 一 の 国 の 政 府 と し て 、 日 本 政 府 が す み や か に 署 名 し 、 国 会 で の 批 准 を 経 て

条 約 に 正 式 に 参 加 す る こ と を 強 く 求 め る も の で あ り ま す 。  

  以 上 の 趣 旨 に 基 づ き 、 下 記 事 項 に つ い て 政 府 及 び 関 係 機 関 に 意 見 書 を 提 出 す る よ

う 請 願 致 し ま す 。  

  一 、 日 本 政 府 が す み や か に 核 兵 器 禁 止 条 約 に 署 名 す る こ と 。  
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  二 、 衆 議 院 ・ 参 議 員 の 両 院 で す み や か に 核 兵 器 禁 止 条 約 を 批 准 す る こ と 。  

  以 上 が 、 日 本 政 府 が す み や か に 核 兵 器 禁 止 条 約 に 署 名 し 、 国 会 が 批 准 す る こ と を

求 め る 請 願 書 で あ り ま す 。  

  何 卒 、 慎 重 判 断 の 上 、 ご 賛 同 く だ さ い ま す こ と を 重 ね て お 願 い 申 し 上 げ ま し て 、

趣 旨 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  趣 旨 説 明 が 終 わ り ま し た 。  

  こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。 （ 「 な し 」 の 声 あ り ） 質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。 （ 「 な し 」 の 声 あ り ） 討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 請 願 第 二 号 を 採 決 い た し ま す 。 請 願 第 二 号 を 採 択 す る こ と に ご 異 議 あ り

ま せ ん か 。  

      ［ 「 異 議 あ り 」 と 呼 ぶ 者 あ り ］  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 が あ り ま す の で 、 ま ず こ の 請 願 に 反 対 者 の 発 言 を 許 し ま す 。 奈 良 完 治 君 。  

○ 三 番 （ 奈 良 完 治 君 ）  

  請 願 第 二 号 に 反 対 す る も の で あ り ま す 。  

  日 本 は 確 か に 唯 一 の 被 爆 国 で あ り 、 長 崎 ・ 広 島 の 被 害 の 惨 状 は 学 校 教 育 の 中 、 ま

た 報 道 番 組 等 で 他 国 民 以 上 に 理 解 し て い る つ も り で す 。 広 島 ・ 長 崎 の 被 爆 者 の 皆 さ

ん の 苦 し み が 今 も 続 い て い る こ と も 理 解 し て い ま す 。 確 か に 、 核 兵 器 は で き る こ と

な ら 廃 絶 す べ き と 、 私 は 思 っ て い ま す 。  

  し か し 、 理 想 と 現 実 の 違 い は あ り ま す 。 皆 さ ん も よ く お 考 え 下 さ い 。 戦 争 を 防 ぐ

一 番 の 効 果 的 な 方 策 は 、 安 全 保 障 上 の 友 好 的 な 同 盟 と 言 わ れ て い ま す 。  

  今 、 日 本 は 憲 法 上 の 制 約 の 中 で 軍 隊 を 持 て な い 現 状 で あ り 、 最 低 限 の 防 衛 組 織 で

あ る 自 衛 隊 の 不 足 分 を 補 う た め に 、 ア メ リ カ と の 間 に 日 米 安 全 保 障 条 約 を 締 結 し て

い る こ と は 周 知 の 通 り で あ り ま す 。 当 然 、 日 本 有 事 の 際 、 ア メ リ カ は 安 全 保 障 条 約



- 9 - 

の 規 定 ど お り 、 日 本 の た め に 戦 っ て く れ る で し ょ う 。  

  同 盟 関 係 は 、 約 束 と 信 頼 で 成 り 立 っ て い ま す 。 日 本 防 衛 の た め 戦 う 同 盟 国 に 武 器

の 制 約 を 求 め る こ と は 、 当 然 信 頼 関 係 が 損 な わ れ て し ま い ま す 。 戦 略 的 に み れ ば 、

日 本 は ア メ リ カ の 核 の 傘 の 下 に い る こ と を 理 解 す べ き で あ り 、 核 保 有 は 第 二 次 大 戦

の 戦 勝 国 ・ 主 要 国 に 与 え た 特 権 で あ り 、 国 連 の 常 任 理 事 国 は 拒 否 権 等 を 含 む 優 遇 な

権 利 は 、 今 の 国 連 が あ る 限 り 永 遠 に 手 放 さ な い で し ょ う 。  

  つ い 先 日 も 、 ア メ リ カ は ロ シ ア に 対 し て 中 距 離 核 戦 力 全 廃 条 約 の 破 棄 を 最 後 通 告

し て い る の が 現 状 で す 。 そ の よ う な 国 際 情 勢 の 中 で 政 府 は 現 実 的 な 戦 略 、 そ し て 国

益 を 考 え 、 以 て 核 兵 器 禁 止 条 約 に 署 名 し な か っ た と 理 解 し て い ま す 。  

  以 上 の 理 由 か ら 請 願 第 二 号 に は 賛 成 し か ね ま す 。 以 上 で す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  次 に 、 請 願 に 賛 成 者 の 発 言 を 求 め ま す 。 （ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  他 に 討 論 は あ り ま せ ん か 。 （ 「 な し 」 の 声 あ り ） こ れ で 討 論 を 終 結 い た し ま す 。  

  こ れ か ら 請 願 第 二 号 を 採 決 い た し ま す 。  

  こ の 採 決 は 起 立 に よ っ て 行 い ま す 。 請 願 第 二 号 を 採 択 す る こ と に 賛 成 の 方 は 起 立

願 い ま す 。  

  ［ 賛 成 者 起 立 ］  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  起 立 少 数 で あ り ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 二 号 は 不 採 択 と す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 致 し ま し た 。  

  本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。  

  ご 苦 労 様 で し た 。  

                    散 会  午 前 十 時 四 十 二 分  


